
職場研修・自主研修等助成要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、西宮市職員研修規程（昭和５８年西宮市訓令第１３号。以下「規程」と

いう。）第１２条の規定に基づき、職場研修及び自主研修等に対する助成について必要な事

項を定める。 

 （助成の対象） 

第２条 助成の対象となる研修等は、つぎの各号に定めるものとする。 

 (1) 規程第４条第３号に定める職場研修のうち集団職場研修 

 (2) 規程第４条第４号に定める自主研修のうち、研修厚生課長が研修として指定する通信教

育研修 

 (3) 規程第４条第４号に定める自主研修のうち、修士課程又は大学院博士課程前期課程を修

学する自己研修（大学院で行う聴講等行政課題の研究を含む。以下「大学院研修」とい

う。） 

 (4) 規定第４条第４号に定める自主研修のうち、研修厚生課長が研修として指定する外部講

座の受講（以下、外部講座研修という。） 

(5) 「資格取得助成実施要領」に定める資格の取得（以下、資格取得という。） 

(6) 「建築基準適合判定資格者及び一級建築士登録助成実施要領」に定める資格の登録（以

下「資格登録」という。） 

 （助成の内容） 

第３条 集団職場研修に対する助成は、必要な経費の全部又は一部とし、次の各号に定めるも

のとする。 

 (1) 講師に対する謝礼 

 (2) 図書・資料等の購入費 

 (3) 会場借上料 

 (4) 旅費 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に研修厚生課長が認めるもの 

２ 通信教育研修は、各コースを受講し、修了した者に対し、その受講料の２分の１を助成す

る。ただし、助成額の最高限度額は１コースにつき２万円とする。 

３ 大学院研修は、大学院において必要な所定の単位を取得した者又は研究を修了した者に対

し、年額５万円を限度に学費を助成する。ただし、助成は２箇年を限度とする。 

４ 外部講座研修は、指定回数を受講した者に対し、１講座につき１万円を限度に受講料の２

分の１を助成する。 

５ 資格取得は、１資格につき１万円を限度に資格取得に係る検定料を助成する。 

６ 資格登録は、建築基準適合判定資格者と一級建築士の２資格につき、それぞれ１００万円

を限度に資格登録に係る経費を助成する。 

７ 前各項に規定する助成は、毎年度予算の範囲内で研修厚生課長が決定する。 

 （助成の申請及び決定） 

第４条 助成の申請及び決定は、つぎの各号に定めるところによる。 

 (1) 集団職場研修 毎年度研修厚生課長が別途通知する職員研修計画の定めるところによる 

 (2) 通信教育研修 毎年度研修厚生課長が別途通知する通信教育受講案内の定めるところに

よる 

 (3) 大学院研修 「大学院研修助成実施要領」の定めるところによる 

 (4) 外部講座研修 「外部講座研修助成実施要領」の定めるところによる 

(5) 資格取得  「資格取得助成実施要領」の定めるところによる 

(6) 資格登録  「建築基準適合判定資格者及び一級建築士登録助成実施要領」の定めると

ころによる 



 （研修等の修了） 

第５条 研修等の修了は、つぎの各号に定めるところによる。 

 (1) 集団職場研修 所属長からの職場研修実施報告書の提出 

 (2) 通信教育研修 当該通信教育主催団体からの修了証の提出 

 (3) 大学院研修 大学院の単位修得証明書等履修又は研究の修了を証明する書類の提出 

 (4) 外部講座研修 実施機関からの修了証の提出等 

 (5) 資格取得 合格証等資格取得を証する書類の提出 

(6) 資格登録 建築基準適合判定資格者登録証又は一級建築士免許証等の資格登録を証する

書類の提出 

 （助成の精算） 

第６条 集団職場研修について経費に過不足が生じた場合には、所属長は、前条第１号に規定

する職場研修実施報告書の提出と同時に精算しなければならない。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は研修厚生課長が別に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、昭和５９年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１０年８月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１２年１０月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１８年１１月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

 


